
平成２３年度税制改正に関する要望

定期航空協会



国際競争力の確保・強化国際競争力の確保・強化

航空を取り巻く課題航空を取り巻く課題

●●本邦航空会社の国際競争力の強化が必要本邦航空会社の国際競争力の強化が必要

航空自由化の進展により、航空業界における国際的な競争が一層航空自由化の進展により、航空業界における国際的な競争が一層
激しさを増す中で、本来不可欠である諸外国とのイコールフッティング激しさを増す中で、本来不可欠である諸外国とのイコールフッティング
が置き去りのままである。が置き去りのままである。

特に、航空機燃料税や航空機に係る固定資産税は、国際的にも極め特に、航空機燃料税や航空機に係る固定資産税は、国際的にも極め
て稀な制度であり、本邦航空会社の国際競争力強化に向けた大きなて稀な制度であり、本邦航空会社の国際競争力強化に向けた大きな
阻害要因となっている。阻害要因となっている。

わが国航空ネットワークの維持わが国航空ネットワークの維持

●●航空会社の自助努力によるネットワーク維持は限界航空会社の自助努力によるネットワーク維持は限界

これまでは、航空会社の内部補填スキームにてネットワークの維持をこれまでは、航空会社の内部補填スキームにてネットワークの維持を
図ってきた。しかし、需要低迷等の環境変化により、航空会社の自助図ってきた。しかし、需要低迷等の環境変化により、航空会社の自助
努力による赤字路線維持は限界に達している。努力による赤字路線維持は限界に達している。

上記課題の解決により上記課題の解決により

成長戦略に掲げる「観光立国」の推進をはじめ、国内・国際における成長戦略に掲げる「観光立国」の推進をはじめ、国内・国際における

人流・物流の維持・拡大による地域経済の活性化、利用者利便の向上人流・物流の維持・拡大による地域経済の活性化、利用者利便の向上

など わが国経済全体に大きく貢献できるなど わが国経済全体に大きく貢献できる
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など、わが国経済全体に大きく貢献できる。など、わが国経済全体に大きく貢献できる。



①① 航空機燃料税の大幅低減について航空機燃料税の大幅低減について

国際線競争力の確保・強化国際線競争力の確保・強化

航空機燃料税は、航空輸送量の急激な増加および航空機の高速化・大型化の急速な進
展に伴う空港整備を目的として設定されたもの。（表-１）

［現行］ 航空機に積み込まれる航空機燃料にかかる燃料税は、26,000円/ｋｌ
（※特例措置を除く）

［要望］ 航空機燃料税の大幅な低減

＜表-１＞

展に伴う空港整備を目的として設定されたもの。（表 １）
しかし、配置的側面からの大規模な空港整備は既に終了し、その役割は終えている。
諸外国では極めて稀な制度であり、同制度がある米国でも、その水準は極めて低い。
本邦航空会社の国際競争力を高める上で、大変大きな課題。（表-２）

昭和47年創設時
13,000円/kl

但し、暫定軽減措置あり
（注）参照

昭和54年改定
26,000円/kl

2倍に引上げ
羽田再拡張をもって
大規模な空港整備は
終了する
本来の目的は薄れるの
だから大幅低減すべき

(注）激変緩和の観点から、暫定軽減措置として、昭和47年度 5,200円/kl、2年目の昭和48年度 10,400円/klの税率を適用。

<昭和47年創設> <昭和54年改定>
○空港整備事業の一層の拡充を図る必要から、
税率が2倍に引き上げられた。

（注）参照 だから大幅低減すべき

＜表-２＞

◆諸外国との負担比較

◆◆航空機燃料税の有無航空機燃料税の有無

米国 英国 韓国 タイ シンガポール

あり なし なし なし なし

２２

日本 26,000円/kl

米国 1,075円/kl

米国の約20倍以上。

著しく負担が大きい。

◆諸外国との負担比較

※為替レート 1.00USD = 92.55円 （2010年4月平均値）



②② 国際線就航機の固定資産税非課税化について国際線就航機の固定資産税非課税化について

国際線競争力の確保・強化国際線競争力の確保・強化

［現行］ 固定資産税（航空機） 課税標準 特例措置［現行］ 固定資産税（航空機）の課税標準の特例措置
・国際線就航機のうち国際線就航時間割合が80%以上の航空機は

本則の 1/5に軽減

・国際線専用機に準ずる（同95％以上）の航空機は2/15に軽減

・国際線専用機（同100%）の航空機は1/10に軽減

航空機に航空機に固定資産税を課している国は極めて稀。

同制度がある韓国でも、その水準は極めて低い。同制度がある韓国でも、その水準は極めて低い。

［要望］ 国際線就航機の固定資産税非課税化

◆航空機への固定資産税制の有無

米国
（一部の州※）

英国 韓国 タイ シンガポール

※ジョージア州、アリゾナ州等

あり なし あり なし なし

日本 約10億円
韓国の約10倍。

◆諸外国との負担比較

３３

韓国 約1億円

韓国の約 倍。
著しく負担が大きい。

※ 上記の数値は、国内線用大型機（取得価額250億円）を

導入した場合の10年間の累計納税額を比較



国際線競争力の確保・強化国際線競争力の確保・強化

③③ 国際線就航機の特別償却制度の導入ついて国際線就航機の特別償却制度の導入ついて

［要望］ 国際競争力の強化のため、国際線就航機への特別償却制度の導入
※償却率は、取得価額の30/100とする

航空会社にとって、国際競争力の強化、安定した輸送力確保を図るために
は、最新鋭機材の継続的な導入が必須。

また 効率性に優れた最新鋭機材への更新は 航空会社の経営合理化の

B787B787型機材型機材
787-8型機材の燃油消費量削減効果データ

◆最新鋭機材の性能（効率性）について

※767‐300ER機材を100とした場合の距離あたりの
燃費効率改善を％表示

また、効率性に優れた最新鋭機材への更新は、航空会社の経営合理化の
推進としても有効な手段。

旅客1名
あたりの

燃油消費量
削減効果
（％表示）

767-300ER型機材比

機材更新の効果機材更新の効果

距離単位は
１目盛 1,000 nmi（海里）

(約1,852km)
※BOIENG社作成資料より

機材更新の効果機材更新の効果

（例）（例）B767B767型機材型機材 ⇒⇒ B787B787型機材型機材

約２０％の燃費効率改善

約２０％のＣＯ２削減

◆特別償却制度の効果

特別償却実施特別償却実施

↓↓

納税額の圧縮（納税額の圧縮（※※））

↓↓

最新鋭機材最新鋭機材
の購入促進の購入促進

コスト削減による
国際競争力の強化

４４

※翌年度から７年均等で導入年度に軽減された法人税を納付していくこととなるので、
得られる効果は、「減税効果」ではなく「税の繰り延べ効果」である。

キャッシュフローの改善キャッシュフローの改善



①②①② 特定離島路線に係る特例措置の拡充特定離島路線に係る特例措置の拡充
（航空機燃料税・固定資産税）（航空機燃料税・固定資産税）

離島航空路離島航空路

①航空機燃料税

［現行］本則の３／４に軽減（26,000円/kl⇒19,500円/kl）

［要望］ 免税

②固定資産税

［現行］ 最大離陸重量７０ｔ未満

最初の３年間 1／３に軽減、次の３年間２／３に軽減

最大離陸重量２０ｔ未満

最初の３年間 1／４に軽減、次の３年間１／２に軽減

［要望］ 非課税［要望］ 非課税

離島路線の安定的な維持および離島地域の振興のためには
本措置が不可欠。

航空輸送は交通手段に制約の
多い離島地域において、住民
生活の安定や地域経済の
維持・発展を支える重要な
交通手段の一つ。

法制化に向け検討が進められ
ている交通基本法においても、
『離島住民にとっての空路は
生命線』というのが基本理念。

離島航空路線網離島航空路線網

◆航空は離島住民の生活を支える重要な手段

路線数は５４に達しており

離島住民の生活を支える交通手段

（イメージ）（イメージ）

離島住民の生活を支える交通手段

として重要な役割を担っている。

５５



◆離島路線は需要規模が小さい

《《一路線当たりの年間旅客数比較一路線当たりの年間旅客数比較》》

◆離島路線の機材は小さい

《《 便当たりの座席数便当たりの座席数》》

一方、離島路線は需要規模が小さく、機材の最適化を行っても、
コスト面において割高であるため、路線の維持が困難。

《《 路線当たりの年間旅客数比較路線当たりの年間旅客数比較》》

全路線平均全路線平均 約４２万人約４２万人

約約99万人万人離島路線平均離島路線平均

《《一便当たりの座席数一便当たりの座席数》》

210210席席

9595席席

◆離島路線の維持は困難

ネットワーク内における内部補填スキーム

高需要路線
（幹線など）

黒
字

自社内
補填

収益確保
高需要路線
（幹線など）

赤字

規制緩和
競争激化

需要低迷

過去 現状環境変化

内部補填で赤
字が解消でき
ない

低需要
地方路線

赤
字

低需要
地方路線 自社内

補填

赤字

休止・撤退 需要低迷

・マーケットニーズに基づく航空ネットワーク構築を原則としながらも、公共交通機関としての利用
者利便確保の観点から、内部補填スキームにてネットワークの維持を図ってきた。
・昨今の競争激化、需要低迷等の環境変化がある中で、航空会社として聖域のないコスト削減、

◆離島路線の利用者数は大幅に減少

航空機のダウンサイジングなどの自助努力をしているものの、赤字路線のネットワーク維持は
限界となっている。

さらに、全国的に航空需要が低迷する中、離島路線の利用者数は大きく減少
している。（離島路線以外の路線と比較して減少率が大きい）

◆離島路線の利用者数は大幅に減少

0.97

1.00

1.03

離島路線 旅客数

その他路線 旅客数

６６

0.89

0.92

0.88

0.91

0.94

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度



①① 航空機の部品等に係る免税措置の延長航空機の部品等に係る免税措置の延長
（関税）（関税）

その他その他

［現行］ 免税

［要望］ 適用期限の延長(３年間)

◆◆我が国の航空機関連の関税措置我が国の航空機関連の関税措置

わが国の航空会社が使用する航空機、装備品、また部分品等の殆どは
外国製であり、輸入に頼らざるを得ない状況。
航空輸送の安全性確保と国際競争力維持の観点から、本措置は不可欠。

◆◆我が国の航空機関連の関税措置我が国の航空機関連の関税措置

装備品装備品
（例：原動機）（例：原動機）

無税無税
（関税定率法）（関税定率法）

航空機航空機無税無税
（関税定率法）（関税定率法）

ボルトボルト部分品部分品 （例）（例）
※※

免税
（関税暫定措置法）

※※航空機本体や、エンジン・操縦装置・与圧装置等の機体装備品に使用されるボルト・ナット等の部分品は、航空機本体や、エンジン・操縦装置・与圧装置等の機体装備品に使用されるボルト・ナット等の部分品は、
外国の航空機製造者とのライセンス契約上の問題により、本邦での製作が認められていません。外国の航空機製造者とのライセンス契約上の問題により、本邦での製作が認められていません。

ワッシャーワッシャー ナットナット

（関税暫定措置法）

７７

米国米国 英国英国 フランスフランス ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ 韓国韓国 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

無税無税 免税免税 免税免税 免税免税 免税免税 無税無税

出典：出典：協会調べ協会調べ

◆諸外国の部分品等の関税措置



［要望］ 国際線で使用する燃料は非課税

②② 地球温暖化対策税について地球温暖化対策税について

その他その他

国内線で使用する燃料は免税

（航空を取り巻く状況）（航空を取り巻く状況）

国際間の公平な競争環境の確保の観点を考慮し、新たな負担を課すこ
とのないよう、特例措置の創設を求める。

○航空機燃料の代替燃料が存在しない中、燃料課税を行っても使用燃料削減のインセンティブとはな

らない。 ⇒追加負担が増す一方で、本来の政策目的の達成には向かわない。

※業界全体で約114億円の負担増。（H21.12月環境省案 2,780円/kl）

○航空機燃料には、既に化石燃料課税として諸外国では極めて稀な航空機燃料が課せられている。

⇒国際競争力確保の観点を考慮する必要がある。

① 費効率 航空機 新

本邦航空会社は、これまでも環境問題に積極的に取り組み、着実に
成果をあげてきた。今後もこうした取り組みを継続していく。

◆CO2削減への取り組み

○同種のエネルギー税を課している諸外国の中には、公共輸送機関は免税としている国もある。

②その他取り組み事例
 

※B787は今後業界で約100機導入予定

①燃費効率のよい航空機への更新

（例） B767 ⇒ B787 約20％の燃費効率改善

94%
96%
98%
100%
102%

搭載物軽量化
軽量コンテナ導入

エンジン水洗に
よる性能回復

シミュレーター利用に
よるパイロット訓練

地上電源装置(GPU）
の優先利用

◆環境自主行動計画実績 （*有効提供座席キロあたりCO2排出量指数 1990年を100とした場合）

82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%

８８
他方、今後の温暖化対策においては、航空用バイオ燃料の実用化が有効な施策であり、実用化促進
に向け官民が連携して取り組む必要があり、航空業界としても積極的に協力していく予定。



［要望］ 国際連帯税の創設にあたり 航空券連帯税の導入には

③③ 航空券連帯税（仮称）の導入について航空券連帯税（仮称）の導入について

その他その他

航空利用者は、国際的な人流・物流を通じ、直接的、また間接的に

途上国の経済発展に大きく貢献している。特定の企業や人へ

［要望］ 国際連帯税の創設にあたり、航空券連帯税の導入には

強く反対

途上国の経済発展に大きく貢献している。特定の企業や人

の課税は、負担する対象者が偏る等、著しい不公平が生じる。

税の負担者と受益者の関連性が不明確。

新たな税の創設にあたっては、受益と負担の関係において、合理的な理由が

必要である 国際航空券 の課税は 負担者が航空機利用者等である 方必要である。国際航空券への課税は、負担者が航空機利用者等である一方、

受益者が途上国のため、受益と負担の関係が極めて不明確である。

国際航空券への課税は、航空以外の交通他モードとの整合性が希薄。

国際交通を担う交通モードにおいて、国際航空券のみが課税される合理的な

理由はない。また、本税がわが国に導入された場合、本邦航空会社の利用者

のみに負担が増えることとなり、その結果、本邦航空会社の国際競争力が大

きく低下する。

９９

◆航空券連帯税とは
導入国が国内航空会社の国際航空券に、税を上乗せする形で徴収し、国連機関を通じ
て、途上国の保健衛生分野等の援助に使う制度。購入する航空券の行き先やクラスに
応じて課税される仕組みになっている。


